
県

　能力

後進への指導力

　研究推進

　カウンセリング力

　コミュニケーション

　コーディネーター

　リーダーシップ
　研修推進力

研修の課題

組織マネージメント

後
期

(

総
合
的
な
指
導
能
力
の

発
揮
・
専
門
的
技
術
・
知
識
の

継
承

）

研修制度

　
　
　
　
　
　
自
　
　
　
己
　
　
　
研
　
　
　
修

　
　
　
　
　
　
全
　
 

体
 
　
研
 
　
修
 
　
会

（
全
体
研
修
・
規
模
別
研
修
・
層
別
研
修
・
実
技
研
修

）
　
年
６
回
７
日

人材育成

栄
養
教
諭
の
指
導
を
担
う

学
校
に
お
け
る
食
育
の
推
進
・
学
校
給
食
の
管
理
・
運
営
及
び
子
ど
も
の
指
導
を
担
う

法定研修

　ミドルリーダー力

指導助言

中
期

(

前

）
専
門
性
の
広
が
り
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充
実
期

発
展
期

求められる資質、
能力、役割

チ
ー

ム
学
校
を
リ
ー
ド
す
る
自
覚
と
資
質
能
力
の
向
上

ミ
ド
ル
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
の
自
覚
と

資
質
能
力
の
向
上

　研究実践

中
期

(

後

）
専
門
性
の
深
化

栄
養
教
諭
と
し
て
の
自
覚
と

資
質
能
力
の
向
上

　校内研修
　年間計画の立案
　指導案の書き方
　学校運営の理解
　教材研究

給食管理に関するこ
と
食に関する指導の全
体計画立案

資
質
発
展
・
円
熟
期

資
質
充
実
期

基
礎
形
成
期

基
礎
研
鑽
期

食育授業の実践力

地域との連携・調整

成
長
期

資
質
向
上
期

キャリア
ステージ

研修会を推進し
ていく力量を持つ

悉　　皆　　研　　修

国
　
　
　
　
　
　
全
　
国
　
学
　
校
　
栄
　
養
　
士
　
協
　
議
　
会

（
夏
期
研
修
・
食
育
推
進
研
修
会

）

　
　
　
　
　
　
校
　
　
　
内
　
　
　
研
　
　
　
修

　
　
　
　
　
　
地
　
　
域
　
　
別
　
　
研
　
　
修

（
地
域
・
学
校
等
の
課
題
解
決

）
（
保
健
セ
ン
タ
ー

研
修

）

　
　
　
　
　
　
千
　
葉
　
県
　
学
　
校
　
栄
　
養
　
士
　
会

（
全
体
研
修
会
・
夏
季
研
修
会
・
調
理
講
習
会
等

）

　
　
　
　
　
　
千
　
葉
　
市
　
栄
　
養
　
教
　
職
　
員
　
会

（
学
習
会
・
夏
季
研
修
会
・
地
区
別
研
修
会
等

）

　
　
　
　
　
　
自
　
　
　
主
　
　
　
研
　
　
　
修

（
研
修
奨
励
グ
ル
ー
プ

）
（
保
健
所
研
修

）

　
　
　
　
　
　
自
　
　
　
主
　
　
　
研
　
　
　
修

（
千
葉
県
教
育
研
究
会
第
四
地
区
・
千
葉
市
教
育
研
究
会
・
各
種
教
育
研
究
団
体
研
修

）

　
　
　
　
　
　
市
 
 
 

教
 
 
 

育
 
 
 
セ
 
 
 
ン
 
 
 
タ
 
 
 

ー

「
食
と
健
康

」
講
座

健康教育・食
育を推進でき
る力量を持つ

学校全体の食に
関する指導、集
団指導、個別相
談などを推進でき
る力量を持つ

児童生徒の実態
に応じた食育を
推進する力量を
持つ

初
期

（
職
務
の
専
門
性
の
確
立

）

初
任

(

基
礎
的
な
職
務
の
知
識
・
技
術

の
習
得

）

栄養教諭としての
基本的な力量を身
につける

中堅教諭等資
質向上研修Ⅰ

初任者研修

その他・自主研修等
市

食に関する指導の全体
計画立案

食に関する指導の
ための具体的な技
術を習得する

学校給食・食
育の担い手に
なるとともに指
導者としての
力量を持つ

校内の食育推
進の中心的な
役割を担い、
知識・技術を
広める力量を
持つ

次

世

代

リ

ー

ダ

ー

研

修

(

本
市
教
育
推
進
者
の
育
成
）

※

学
校
管
理
研
修
・
指
導
者
養
成
研
修
等

現

場

研

究

員
（
学
校
の
研
究
推
進
者
の
育
成
）

長

期

研

修

（
本
市
教
育
推
進
者
の
育
成
）

※ただし学校栄養職員の経験年数と合わせて11年目までとする


